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(57)【要約】
【課題】水分値２０重量％以上の高水分含有であるにもかかわらず、離水や表面の溶解、
ベタつき等が顕著に抑制され、保型性が良好で、瑞々しい風味と弾力のある食感とを併せ
持ち、常温流通に適した高水分含有グミキャンディを提供する。
【解決手段】グミキャンディ本体と、グミキャンディ本体を被覆して内包するコラーゲン
ケーシングと、を有するグミキャンディであって、グミキャンディ本体が水分値２０重量
％以上、ｐＨ４．０以下及び水分活性値０．８６以下であることを特徴とする、離水及び
表面のベタつきが抑制された高水分含有グミキャンディ。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グミキャンディ本体と、前記グミキャンディ本体を被覆して内包するコラーゲンケーシ
ングと、を有するグミキャンディであって、
　前記グミキャンディ本体が水分値２０重量％以上、ｐＨ４．０以下及び水分活性値０．
８６以下であることを特徴とする、離水及び表面のベタつきが抑制された高水分含有グミ
キャンディ。
【請求項２】
　前記グミキャンディ本体の表面粘着度が５００～１８００ｋｇ／ｍ２である請求項１に
記載の高水分含有グミキャンディ。
【請求項３】
　前記グミキャンディ本体の塑性変形度が５％以上２５％以下であり、高水分含有グミキ
ャンディ自体の塑性変形度が５％以下である請求項１又は２に記載の高水分含有グミキャ
ンディ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水分含有量の高いグミキャンディ本体をコラーゲンケーシングに内包するこ
とによって、離水や表面の溶解及びそれに伴う表面のベタつき等が抑制された高水分含有
グミキャンディに関する。
【背景技術】
【０００２】
　グミキャンディを含めたゼリー類は、弾力のある食感を有し、食感に合わせた風味付け
も比較的容易であることから消費者に広く親しまれ、中でもグミキャンディは、噛み応え
のある弾力により特に人気のある商品となっている。一般的なグミキャンディは、主なゲ
ル化剤としてゼラチンを含有し、水分値９～１８重量％程度、ｐＨ４．０以下かつ水分活
性値０．５～０．７程度である。グミキャンディを常温流通させる場合、ベタつきによる
グミキャンディ同士の接着を防ぐために、光沢剤、離型剤等をその表面に付着させている
。
【０００３】
　しかしながら、グミキャンディの水分値が２０重量％以上になると、水分活性が高くな
ることにより、内部から乾燥した表面に供給される自由水分子の量が大きく増加し、離水
や表面の溶解、ベタつき等が顕著になるという第１の問題を生じる。グミキャンディ表面
に離型剤等を付着させても第１の問題を十分に解消することができないため、水分値が２
０重量％以上のグミキャンディを、その品質や風味、食感等を維持しつつ常温流通させる
ことは現状では非常に困難である。
【０００４】
　離水が抑制されたゼリー類として、例えば、カラギーナンをゲル化剤とし、３価以上の
金属イオン又はＣａ以外の２価金属イオンを含有するゲル（特許文献１）、ジェランガム
等をゲル化剤とし、微粒化セルロースを含むゼリー（特許文献２）、サイリウムシードガ
ムをゲル化剤とし、冷凍後に解凍しても弾力のある食感が維持されたゼリー（特許文献３
）等が提案されている。しかしながら、これらの特許文献は、特定の増粘多糖類をゲル化
剤とするゼリーの離水抑制に関する技術を開示するのみであり、ゼラチンを主なゲル化剤
とするグミキャンディの離水抑制に関する技術を一切開示していない。
【０００５】
　また、一般的なグミキャンディは、ゲル化剤として用いられるゼラチンの性質上塑性変
形度が５％以下と非常に低いため、良好な保型性を有し、製品化した包装袋内においても
変形することはほとんどない。グミキャンディの塑性変形度はゲル強度に依存し、ゲル強
度は水分値、ゼラチンのブルーム、ゼラチン量等に依存している。その中でも水分値はゲ
ル強度ひいてはグミキャンディ自体の保型性に大きな影響を与える。特に、水分値が２０
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重量％以上になるとグミキャンディの保型性が顕著に低下するので、製品化した包装袋内
において高水分含有グミキャンディを商品として設計された形に保てなくなるという第２
の問題が生じる。
【０００６】
　また、グミキャンディは、一般的には、スターチ粉を型抜きして作製されたスターチモ
ールドに液状のグミキャンディ生地を充填して乾燥させ、得られたゲル化物をスターチモ
ールドから脱型することにより製造されている。しかし、水分含有量の高いグミキャンデ
ィ生地を用いた場合、該生地が多量の水分と共に水飴等を多く含み、固形分含量が少ない
ことから、スターチ粉を吸ってスターチモールドと接着する粉噛みが発生し易くなり、得
られるグミキャンディの食感がグミキャンディ本来の食感とは程遠い不快なものになると
いう第３の問題が発生する。
【０００７】
　第３の問題自体は、スターチモールドに代えて、内面に離型剤を塗布したプラスチック
モールドや金属モールドを用いることにより解消可能であるが、モールドの種類を変更す
るだけでは高水分含有グミキャンディ特有の第１、第２の問題を解消することはできない
。
【０００８】
　一方、特許文献４は、ＩＩ型コラーゲン由来のゼラチンを含み、かつＩ型及びＩＩＩ型
コラーゲン由来のゼラチンを含有しない低アレルゲン性ゼラチン、砂糖、水飴等を含む液
状のグミキャンディ生地をケーシングに充填し、冷却及び固化させて、水分値１４重量％
程度のグミキャンディを製造することを開示している。しかしながら、特許文献４は上記
低アレルゲン性ゼラチンを利用することを目的とするものであり、ケーシングを用いてグ
ミキャンディを製造した場合に、高水分含有グミキャンディの離水や表面の溶解、ベタつ
き等が抑制されることは特許文献４から予想することはできない。
【０００９】
　さらに、コラーゲンケーシングに内包された食品を口腔内で咀嚼したり又は舐めたりし
た場合、コラーゲンケーシングと内包された食品とが分離し易くなり、コラーゲンケーシ
ングのみが口腔内に残り、不快感を与えることがある。
【００１０】
　また、可食性のコラーゲンケーシングを天然腸の代替品として用い、これに牛肉、豚肉
、魚肉等の原料肉を充填してソーセージ、ウインナー、ハム等の食肉加工品を作製するこ
とは従来から行なわれている。さらに、原料肉を非可食性のセルロースケーシングやプラ
スチックケーシングに充填し、消費者が買い求める直前又は食する直前にケーシングを取
り除くハムやソーセージ等の形態の食肉加工品も広く出回っている。
【００１１】
　これらの食肉加工品は、原料肉をケーシング内に充填する直前に、原料肉に塩せき等の
保水処理を施しており、また、冷蔵保存が前提となっていることから、離水のおそれが非
常に少ない食品であり、ケーシングも主に原料肉の保存性を高めるために用いられている
。従って、ケーシングの従来の使用例から、ケーシング内に高水分含有グミキャンディを
充填し、常温流通させた場合に、グミキャンディの離水や表面の溶解、ベタつき等が抑制
されることを予想することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００８－１６５５号公報
【特許文献２】特許第３１６９５７３号公報
【特許文献３】特開２０１１－１４２９０６号公報
【特許文献４】特開平１１－３２６９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１３】
　本発明の目的は、水分値２０重量％以上の高水分含有であるにもかかわらず、離水や表
面の溶解、ベタつき等が顕著に抑制され、保型性が良好で、食した時に口腔内で不快を感
じることなく瑞々しい風味と弾力のある食感とを楽しむことができ、常温流通に適した高
水分含有グミキャンディを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、水分値２０重量％以
上の高水分含有グミキャンディ本体をコラーゲンケーシングに内包することにより、１）
グミキャンディ本体の水分値が高くかつコラーゲンケーシングが水透過性を有するにもか
かわらず、グミキャンディ本体の内部から表面への自由水分子の供給が抑制され、離水や
表面の溶解、ベタつき等が顕著に抑制され、瑞々しい風味（良好な口溶け感）と噛み応え
のある弾力性食感とを有するグミキャンディが得られること、２）該グミキャンディを食
した際にグミキャンディ本体とコラーゲンケーシングとの分離が生じることがなく、コラ
ーゲンケーシングのみが口腔内で残留することによる不快感が生じないこと、及び、３）
該グミキャンディは良好な保型性を有し、高水分含有であるにもかかわらず微生物の繁殖
を抑制できるので、常温流通に適していることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１５】
　すなわち本発明は、下記（１）～（３）の高水分含有グミキャンディを提供する。
　（１）グミキャンディ本体と、グミキャンディ本体を被覆して内包するコラーゲンケー
シングと、を有するグミキャンディであって、グミキャンディ本体が水分値２０重量％以
上、ｐＨ４．０以下及び水分活性値０．８６以下であることを特徴とする、離水及び表面
のベタつきが抑制された高水分含有グミキャンディ。
　（２）グミキャンディ本体の表面粘着度が５００～１８００ｋｇ／ｍ２である上記（１
）の高水分含有グミキャンディ。
　（３）グミキャンディ本体の塑性変形度が５％以上２５％以下であり、高水分含有グミ
キャンディ自体の塑性変形度が５％以下である上記（１）又は（２）の高水分含有グミキ
ャンディ。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、本来ならば離水や表面の溶解、ベタつき等が生じ易い水分値２０重量
％以上のグミキャンディ本体を、コラーゲンケーシングで被覆して内包することによって
、離水や表面の溶解、ベタつき等が顕著に抑制され、保型性が良好で、常温流通に適した
高水分含有グミキャンディを提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の高水分含有グミキャンディ（以下、単に「本発明のグミキャンディ」と称する
ことがある。）は、水分値２０重量％以上、ｐＨ４．０以下及び水分活性値０．８６以下
のグミキャンディ本体（以下、単に「グミ本体」と称することがある。）と、グミ本体を
被覆して内包するコラーゲンケーシングとを含むことを特徴とする。
【００１８】
　本発明のグミキャンディにおいて、グミ本体は水分値が２０重量％以上と非常に高いた
め、ある程度の表面粘着度を有している。また、グミ本体を内包するコラーゲンケーシン
グは水透過性である。それにもかかわらず、本発明のグミキャンディにおいては、グミ本
体から水や糖液が必要以上に流出して、グミ本体とコラーゲンケーシングとの境界に溜ま
ったり、コラーゲンケーシングを通過して本発明のグミキャンディの表面に達したりする
ことが殆どなく、表面における離水やベタつき等が非常に起こり難い本発明のグミキャン
ディが得られる。その理由は現状では十分明らかではないが、グミ本体表面がコラーゲン
ケーシングと接することによって、グミ本体の内部から表面への自由水分子の供給が適度
に抑制されることが一因になっているものと推測される。
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【００１９】
　更に、グミ本体の表面粘着度を利用して、グミ本体とコラーゲンケーシングとを密着さ
せることによって、本発明のグミキャンディを食した際に、グミ本体とコラーゲンケーシ
ングとの分離によりコラーゲンケーシングのみが口腔中に残留することが顕著に抑制され
るので、不快感を生じることがなく、グミキャンディ本来の弾力のある食感と主に高水分
含有であることによる瑞々しい口溶け感とを有する本発明のグミキャンディを得ることが
できる。
【００２０】
　また、本発明では、高水分含有のグミ本体は保型性が低く、コラーゲンケーシング自体
も保型性を有するものではなく、また、グミ本体をコラーゲンケーシング内に高圧充填し
ているわけでもないが、グミ本体が所定の表面粘着度を有することから、グミ本体とコラ
ーゲンケーシングとの密着性が増すことにより、予想外にも、保型性が高い本発明のグミ
キャンディを得ることに成功している。
【００２１】
　このように、本発明のグミキャンディは、離水や表面の溶解、ベタつき等がなく、保型
性が良好で、かつ、水分活性値やｐＨ等の調整により微生物の繁殖を抑制することも可能
なことから、常温流通に適している。また、本発明のグミキャンディは、高水分含有によ
る利点、すなわち瑞々しい風味（良好な口溶け感）と弾力のある食感が長期にわたって維
持されるという利点を有している。
【００２２】
　次に、本発明のグミキャンディを構成するグミ本体及びコラーゲンケーシングについて
順を追ってより具体的に説明する。
【００２３】
［グミ本体］
　グミ本体は、水分値２０重量％以上、ｐＨ４．０以下及び水分活性値０．８６以下に調
整する以外は、一般的なグミキャンディと同様の構成を有し、例えば、水と共に、ゼラチ
ン等のゲル化剤、糖類、酸味料等を含み、さらに必要に応じて、添加剤を含むことができ
る。
【００２４】
　ゼラチンは、例えば、コラーゲンを含むゼラチン原料を酸処理又はアルカリ処理した後
、水洗、抽出及び精製することにより製造できる。コラーゲンを含むゼラチン原料として
は特に限定されず、例えば、牛骨、牛皮、豚骨、豚皮、鶏骨、鶏皮等の獣や鳥由来の原料
、魚、魚皮、魚鱗等の水生生物由来の原料等が挙げられる。本発明で使用するゼラチンは
、ブルーム（Ｂｌｏｏｍ）が１００ブルーム以上のものが好ましい。ゼラチンは１種を単
独で又は２種以上を組み合わせて使用できる。グミ本体におけるゼラチン含有量は特に限
定されないが、例えばグミ本体全量の０．５～１５重量％の範囲から適宜選択できる。
【００２５】
　本発明では、本発明の優れた効果を損なわない範囲で、ゼラチンと共にゼラチン以外の
ゲル化剤を使用することができる。ゼラチン以外のゲル化剤としては、例えば、寒天、フ
ァーセレラン、カラギーナン、グアガム、ローカストビーンガム、サイリウムシードガム
、タマリンドシードガム、タラガム、ペクチン、トラガントガム、カラヤガム、キサンタ
ンガム、カードラン、ジェランガム、大豆多糖類、アルギン酸、カルボキシメチルセルロ
ース等の天然物由来の増粘多糖類が挙げられる。増粘多糖類は１種を単独で又は２種以上
を組み合わせて使用できる。
【００２６】
　糖類としては従来からグミキャンディに用いられているものを特に限定なく使用でき、
例えば、ぶどう糖、果糖等の単糖類、ショ糖、乳糖、トレハロース等の二糖類、マルチト
ール、ラクチトール、ソルビトール、マンニトール、キシリトール、エリスリトール、グ
リセリン、還元澱粉加水分解物（還元澱粉糖化物）、パラチニット（商標名）、パラチノ
ース（商標名）、還元パラチノース（商標名）等の糖アルコール類、ラフィノース、スタ
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キオース、還元キシロオリゴ糖、還元分岐オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、イヌロオリゴ糖
、ガラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、マルトオリゴ糖、ラクトスクロース、キシロ
オリゴ糖、大豆オリゴ糖、パラチノースオリゴ糖等のオリゴ糖類、水飴、還元水飴、酵素
水飴、果糖ブドウ糖液糖、ブドウ糖液糖等の液糖類、難消化性デキストリン、ポリデキス
トロース等の食物繊維類等が挙げられる。糖類は１種を単独で又は２種以上を組み合わせ
て使用できる。グミ本体における糖類の含有量は特に限定されないが、例えばグミ本体全
量の３０～７５重量％の範囲から適宜選択できる。
【００２７】
　酸味料としては従来から食品分野で用いられているものを特に限定なく使用でき、例え
ば、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、乳酸、酢酸、フィチン酸等が挙げられる。また、前記
酸味料を含有する果汁等を酸味料として用いてもよい。酸味料は１種を単独で又は２種以
上を組み合わせて使用できる。グミ本体における酸味料の含有量は、グミ本体のｐＨが４
．０以下、好ましくは１．９～４．０になる量であればよい。グミ本体のｐＨが４．０を
超えると、酸性条件によるカビや酵母等の微生物の繁殖を抑制する効果が低下し、グミ本
体が高水分含有に起因して自由水を十分に有しているため、常温流通ではカビや酵母等の
微生物が繁殖するおそれがある。
【００２８】
　添加剤としては従来からグミキャンディに用いられているものを特に限定なく使用でき
、例えば、澱粉、加工澱粉、天然素材、着色料、香料、食用色素等が挙げられる。添加剤
は、例えば、グミ本体ひいては本発明のグミキャンディの食感、香り、外観等をより一層
向上させるために用いられる。添加剤は１種を単独で又は２種以上を組み合わせて使用で
きる。
【００２９】
　グミ本体の水分値（水分含有量）は、例えば本発明のグミキャンディに瑞々しい風味と
弾力のある食感とを付与するといった観点から、グミ本体全量の２０重量％以上、好まし
くは２０～４０重量％、より好ましくは２５～４０重量％、さらに好ましくは２３～３８
重量％、特に好ましくは２４～３６重量％である。水分値が２０重量％未満では、従来か
ら市販されているグミキャンディと同様の風味や食感になり、本発明のグミキャンディの
瑞々しい風味や弾力食感を得ることができない。
【００３０】
　また、グミ本体の水分活性値は、常温流通においてカビや酵母等の微生物が繁殖するの
を抑制する観点から、通常０．８６以下、好ましくは０．６を超え、０．８６以下、より
好ましくは０．７～０．８６である。本発明のグミキャンディの水分活性値は、水分含有
量、糖類や酸味料、その他の添加剤の種類や含有量等を適宜変更することにより調整でき
る。
【００３１】
　また、グミ本体の表面粘着度は、好ましくは５００～１８００ｋｇ／ｍ２、より好まし
くは６００～１６００ｋｇ／ｍ２、更に好ましくは５００～１５００ｋｇ／ｍ２である。
グミ本体の表面粘着度を前記範囲とすることにより、グミ本体とコラーゲンケーシングと
の密着性が高まり、本発明のグミキャンディを食した際にグミ本体とコラーゲンケーシン
グとが分離することによる、コラーゲンケーシングのみの口腔内での残留及びそれに伴う
不快感の発生が顕著に抑制される。表面粘着度が５００ｋｇ／ｍ２未満では、コラーゲン
ケーシングの口腔内での残留が発生し、不快感が生じるおそれがある。一方、表面粘着度
が１８００ｋｇ／ｍ２を超えると、本発明のグミキャンディを食した際に歯付き等による
不快感を生じるおそれがある。グミ本体の表面粘着度を所定の範囲にする方法としては、
例えば、ゲル化剤としてゼラチンを用い、ゼラチンの含有量を調整しつつ、水分値を所定
の範囲とする方法が挙げられる。なお、表面粘着度の測定方法は、実施例において詳述す
る。
【００３２】
　また、グミ本体の塑性変形度は、好ましくは５％以上、より好ましくは１０％以上、さ
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らに好ましくは１０～２５％である。このような塑性変形度を有するグミ本体をコラーゲ
ンケーシングに内包することにより、本発明のグミキャンディの塑性変形度を５％以下に
することができ、その保型性を向上させることができる。本発明のグミキャンディにおけ
るグミ本体は高水分含有であるため、その塑性変形度は通常５％以上である。グミ本体の
塑性変形度が２５％を超えると、本発明のグミキャンディの保型性を保つことが難しくな
るおそれがある。グミ本体の塑性変形度は、例えば、ゼラチン等のゲル化剤の含有量や水
分値等を適宜変更することにより調整できる。グミキャンディの塑性変形度は、例えば、
グミ本体の塑性変形度、コラーゲンケーシングのコラーゲン含有量や厚み等を適宜変更す
ることにより調整できる。グミ本体及び本発明のグミキャンディの塑性変形度の測定方法
は、実施例において詳述する。
【００３３】
［コラーゲンケーシング］
　グミ本体を被覆して内包するコラーゲンケーシングとしては、コラーゲン又はコラーゲ
ンとセルロースとを含む市販品を特に限定なく使用できるが、グミ本体表面との密着性等
を考慮すると、コラーゲンとセルロースとを含むコラーゲンケーシングが好ましい。該コ
ラーゲンケーシングのコラーゲン含有量は２０～９０重量％、好ましくは４０～８０重量
％である。さらに、グミ本体表面との密着性の観点とともに、溶解性が低くかつ口腔内で
不快感を催さないといった観点から、コラーゲン含有量４０～８０重量％でありかつセル
ロース含有量１０重量％以下のコラーゲンケーシングがより好ましい。また、コラーゲン
ケーシングは、コラーゲン及びセルロースの他に、柔軟性、操作性（作業性）、安定性（
破れ難さ等）等の観点から、例えば、パーム油、オリーブ油、ヤシ油、パーム核油等の植
物油脂、グリセリン等の可塑化剤、安定剤等の１種又は２種以上を含んでいてもよい。
【００３４】
　また、コラーゲンケーシングの厚みは特に限定されず、グミ本体の水分値や口腔内での
残留抑制、本発明グミキャンディの保型性等に応じて適宜選択されるが、通常市販されて
いる厚みのものをそのまま使用でき、その厚みは具体的には、好ましくは０．５ｍｍ以下
、より好ましくは０．３ｍｍ以下、さらに好ましくは０．１～０．３ｍｍである。コラー
ゲンケーシングの厚みが０．５ｍｍを超えると、噛み切れない、口腔内にコラーゲンケー
シングが残留する等の、食した際の不快感が生じるおそれがある。
【００３５】
　コラーゲンケーシングは、通常円筒状の形態で市販されており、その長さ及び直径は、
本発明のグミキャンディの菓子としての設計に応じて適宜選択できる。また、コラーゲン
ケーシングを用いて任意の形状及び寸法を有する充填用容器を作製し、この容器にグミキ
ャンディ生地を充填して本発明のグミキャンディとしてもよい。
【００３６】
［本発明グミキャンディの製造方法］
　本発明のグミキャンディは、例えば、水にゼラチン等のゲル化剤、糖類、酸味料、さら
に必要に応じて添加剤を加え、得られた混合物を加熱溶解し、得られた液状グミキャンデ
ィ生地をコラーゲンケーシングに充填し、ウインナー等と同様に所定の長さ寸法で両端を
捻じった状態で、冷却及び固化し、捻じった箇所を切断することにより得ることができる
。
【００３７】
　こうして得られる本発明のグミキャンディは、水分値２０重量％以上の高水分含量であ
りながら、離水や表面の溶解、ベタつき等がなく、瑞々しい風味と弾力性のある食感とを
併せ持ち、保型性が比較的良好で、常温流通に適した形態となっている。また、本発明の
グミキャンディの塑性変形度を好ましくは５％以下とすることによって、その保型性がさ
らに向上し、本発明のグミキャンディを袋等の包装体に充填して市場流通させても、その
形状がほぼ一定に保たれる。塑性変形度が５％以下の本発明のグミキャンディは、前述の
ように、塑性変形度が５％以上に調整されたグミ本体をコラーゲンケーシングで被覆して
内包することにより得ることができる。



(8) JP 2016-36305 A 2016.3.22

10

20

30

40

50

【実施例】
【００３８】
　以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら
に限定されるものではない。下記実施例及び比較例において、特に断らない限り、部及び
％は、それぞれ、重量部及び重量％を示す。また、下記実施例及び比較例において、ｐＨ
、水分値（％）、水分活性値（Ａｗ）、表面粘着度（ｋｇ／ｍ２）、離水度（％）及び塑
性変形度（％）といった物性の測定方法は次の通りである。
【００３９】
＜ｐＨ＞
　ｐＨ計（（株）堀場製作所製）を用いて測定した。測定方法は、試料５ｇを８０℃の湯
１００ｇ（ｐＨ＝７）に溶解した後、２５℃に温度を下げて測定を行ない、得られた測定
値から換算して試料のｐＨ値を求めた。
【００４０】
＜水分値（水分含有量）＞
　水分値（％）は、減圧乾燥法により測定した。
【００４１】
＜水分活性値（Ａｗ）＞
　水分活性値は、水分活性恒温測定装置（商品名：ＬａｂＭＡＳＴＥＲ－ａｗ　ＢＡＳＩ
Ｃ、ｎｏｖａｓｉｎａ社製）を用いて２５℃の温度下で測定した。
【００４２】
＜表面粘着度＞
　レオメーター（商品名：テクスチャー・アナライザー（Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙｚ
ｅｒ　ＴＡ．ＸＴ．ｐｌｕｓ、Ｓｔａｂｌｅ　ＭｉｃｒｏＳｙｓｔｅｍｓ社製）の台座面
に固定した試料に、２０℃の温度下で直径２ｍｍの円柱状プランジャーを押し当て、貫入
距離２００％で貫入させた後、該プランジャーを速度１ｍｍ／秒で鉛直方向上方に引き上
げ、その際に生じた張力（ｋｇ／ｍ２）を表面粘着度として測定した。温度及び引き上げ
速度以外の条件は、レオメーターに添付のマニュアルに準じた。また、コラーゲンケーシ
ングに内包したものは、プランジャー側を、グミ本体が露出して円柱状プランジャーの当
接面と粘着できるように、横平面（台座面に対して略平行な面）に切断し、測定を行った
。
【００４３】
＜離水度＞
　水分値Ｘ（％）の試料を通気性のある透明ポリエチレン素材に密封し、２５℃、湿度４
０－５０％の恒温器内に７日間静置した後、該試料を－０．０８５ＭＰａ、８５℃の条件
で６時間乾燥させ、静置後の水分値Ｙ（％）を測定し、離水度（％）＝Ｘ－Ｙとして算出
した。
【００４４】
＜塑性変形度＞
　高さＨ０の試料をレオメーター（同上）の台座面に固定し、直径２５ｍｍの円柱状プラ
ンジャーを鉛直方向上方から試料に押し当て２００ｇの荷重を１分間加えた後、試料をレ
オメーターから取り外した。この試料の、レオメーター台座面に押し当てられた底面から
プランジャーに押し当てられた上面までの長さをノギス（商品名：ＣＤ－１５ＰＳＸ、（
株）ミツトヨ製）を用いて測定し、試料の押圧後高さＨ１とし、変形度（％）を下記式に
基づいて算出した。試料のベタつきを原因とした変形を防ぐため、レオメーターの台座面
及びプランジャーの試料との当接面に離型剤を塗布した。
　　変形度（％）＝［（Ｈ０－Ｈ１）／Ｈ０］×１００
【００４５】
＜耐久試験＞
　グミキャンディ１０粒を、アルミ蒸着したポリエチレン素材に密封し、３７℃、湿度８
５％条件下で６０日間静置した後、カビ、酵母の発生の有無を目視で確認した。



(9) JP 2016-36305 A 2016.3.22

10

20

30

40

50

【００４６】
（実施例１）
　砂糖２６部、水飴４０部、ゼラチン７．３部、酸味料１．５部及び香料０．２部を水２
５部に加熱溶解し、液状グミキャンディ生地を調製した。得られたグミキャンディ生地の
一部をプラスチックモールドに充填し、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、物性を
測定するための試料として個重５．５ｇのグミ本体を作製した。
【００４７】
　上記で調製されたグミキャンディ生地の残部を、厚さ０．２ｍｍ、コラーゲン含有量５
０％、直径１９ｍｍの円筒状コラーゲンケーシングに充填し、長さ２０ｍｍ毎に捻じりを
入れ、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、捻じった部分で切断して、コラーゲンケ
ーシング内にグミ本体を内包した個重約５．５ｇの本発明のグミキャンディを作製した。
得られたグミ本体及びグミキャンディの各物性を表１に示す。
【００４８】
（実施例２）
　砂糖２４部、水飴３７部、ゼラチン７．３部、酸味料１．５部及び香料０．２部を水３
０部に加熱溶解し、液状グミキャンディ生地を調製した。得られたグミキャンディ生地の
一部をプラスチックモールドに充填し、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、物性を
測定するための試料としてグミ本体を作製した。得られたグミキャンディ生地の残部を用
いる以外は実施例１と同様にして、本発明のグミキャンディを得た。
【００４９】
（実施例３）
　砂糖２２部、水飴３５部、ゼラチン７．３部、酸味料１．５部及び香料０．２部を水３
５部に加熱溶解し、液状グミキャンディ生地を調製した。得られたグミキャンディ生地の
一部をプラスチックモールドに充填し、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、物性を
測定するための試料としてグミ本体を作製した。得られたグミキャンディ生地の残部を用
い、かつコラーゲンケーシングのコラーゲン含有量を６０％とする以外は実施例１と同様
にして、本発明のグミキャンディを得た。
【００５０】
　実施例１～３で得られたグミ本体及びグミキャンディの物性を表１に示す。また、実施
例１～３で得られたグミキャンディは、いずれも、グミ本体の瑞々しい風味（良好な口溶
け感）と弾力食感、及びコラーゲンケーシングの弾けるような歯触りを感じることができ
、口腔内にコラーゲンケーシングのみが残って不快感が生じることもなく、従来にはない
グミキャンディとなっていた。また、実施例１～３で得られたグミキャンディに耐久試験
を実施したところ、カビや酵母等の微生物の発生は認められなかった。また、耐久試験後
のグミキャンディも、作製直後の風味と食感を保持していた。
【００５１】
（比較例１）
　砂糖１９部、水飴３２部、ゼラチン７．３部、酸味料１．５部及び香料０．２部を水４
０部に加熱溶解し、液状グミキャンディ生地を調製した。得られたグミキャンディ生地の
一部をプラスチックモールドに充填し、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、物性を
測定するための試料としてグミ本体を作製した。得られたグミキャンディ生地の残部を用
いる以外は実施例３と同様にして、個重約５．５ｇの比較用のグミキャンディを得た。
【００５２】
（比較例２）
　砂糖１３部、水飴２３．２部、ゼラチン７．３部、酸味料１．３部及び香料０．２部を
水４５部に加熱溶解し、液状グミキャンディ生地を調製した。得られたグミキャンディ生
地の一部をプラスチックモールドに充填し、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、物
性を測定するための試料としてグミ本体を作製した。得られたグミキャンディ生地の残部
を用いる以外は比較例１と同様にして、個重約５．５ｇの比較用のグミキャンディを得た
。
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【００５３】
（比較例３）
　実施例２と同様にして調製されたグミキャンディ生地をプラスチックモールドに充填し
、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、個重５．５ｇの比較用のグミキャンディ（実
施例２のグミ本体に相当）を作製した。該グミキャンディの物性を表１に示す。
【００５４】
（比較例４）
　比較例１と同様にして調製されたグミキャンディ生地をプラスチックモールドに充填し
、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、個重５．５ｇの比較用のグミキャンディ（比
較例１のグミ本体に相当）を作製した。該グミキャンディの物性を表１に示す。
【００５５】
（比較例５）
　砂糖３１部、水飴４２部、ゼラチン７．３部、酸味料１．５部及び香料０．２部を水１
８部に加熱溶解し、液状グミキャンディ生地を調製した。得られたグミキャンディ生地の
一部をプラスチックモールドに充填し、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、物性を
測定するための試料としてグミ本体を作製した。得られたグミキャンディ生地の残部を用
いる以外は実施例１と同様にして、個重約５．５ｇの比較用のグミキャンディを得た。グ
ミ本体及びグミキャンディの物性を表１に示す。
【００５６】
（比較例６）
　比較例５と同様にして調製されたグミキャンディ生地をプラスチックモールドに充填し
、常温で１２時間静置して冷却及び固化し、個重５．５ｇの比較用のグミキャンディ（比
較例５のグミ本体に相当）を作製した。該グミキャンディの物性を表１に示す。
【００５７】
【表１】

 
【００５８】
　表１の結果より、コラーゲンケーシングに内包された高水分含有グミキャンディは、表
面の溶解及びそれに伴うベタつき等が顕著に抑制されていることを確認できた。また、離
水に関しても、水分値１８％のグミキャンディではコラーゲンケーシングの有無による離
水量の変化を確認出来ないが、水分値２０％以上の高水分含有グミキャンディではコラー
ゲンケーシングによる顕著な離水抑制作用を確認できた。さらに、塑性変形度（表１では
「変形度」）においてもグミ本体が高水分含量であるためその塑性変形度は低下して変形
し易くなるものの、これをコラーゲンケーシングで内包することによって、該ケーシング
内のグミ本体の量が固定され、保型性が向上することが確認された。特に、水分値３０％
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以上のグミ本体を用いた場合に、保型性の向上は顕著であった。
【００５９】
　本発明により、水分値２０重量％以上の高水分含有グミキャンディであってもコラーゲ
ンケーシングに内包することにより、離水や表面の溶解、ベタつき等が抑制されることが
分かった。また、高水分含有グミ本体をコラーゲンケーシングに内包することによって、
塑性変形度が減少して保型性が向上し、更に、本発明においてグミ本体のｐＨを４．０以
下、かつ水分活性値を０．８６以下とする場合には、カビ、酵母等の微生物も繁殖しない
ことから、本発明のグミキャンディが常温流通に適していることが分かった。
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